
近
世
の
村
と
寺

　
　
　
－
紀
伊
国
伊
都
郡
境
原
村
を
事
例
と
し
て
ー

渡
　
辺
　
尚
　
志

は
じ
め
に

一　

一
七
世
紀
の

小
峯
寺
と
堂
座

二
　
一
八
世
紀
前
半
の
村
と
寺

お

わ

り
に

　
　
　
　
　
紀
伊
国
伊
都
郡
境
原
村
と
同
村
の
小
峯
寺
・
東
光
寺
を
事
例
に
、
一
七
世
紀

　
　
　
　
　
八
世
紀
半
ば
に
か
け
て
の
近
世
村
落
と
寺
院
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
世
社
会

を
諸
社
会
集
団
の
重
層
と
複
合
と
し
て
把
握
し
た
社
会

集
団
論
の
視
角
を
取
り
入
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
村
と
寺
の
問
題
を
、
村
（
百
姓
）
の
視
点

か

ら
だ
け
で
は
な
く
、
寺
（
住
職
）
の
側
に
も
身
を
置
き
つ
つ
、
複
眼
的
に
考
察
し
て
み

た
。 　

　
　

論

文

要

旨

　
本
稿
は
、

半
ば
か
ら
一

の

で
あ
る
。
そ
の
際
、

　
そ
の
結
果
、
①
幕
藩
領
主
の
本
末
制
度
整
備
を
主
体
的
に
利
用
し
て
、
本
寺
に
接
近
す

る
こ
と
に
よ
り
、
村
方
（
堂
座
）
か
ら
自
立
し
よ
う
と
す
る
小
峯
寺
住
職
、
②
村
方
を
特

権
的
に

代
表

し
て
住
職
と
対
立
し
つ
つ
、
次
第
に
一
般
村
民
か
ら
離
反
さ
れ
、
地
士
身
分

獲
得
に
も
失
敗
し
て
衰
退
し
て
い
く
堂
座
、
③
一
七
世
紀
の
堂
座
に
代
表
さ
れ
る
受
動
的

な
存
在
か
ら
脱
却
し
、
一
八
世
紀
前
半
に
は
発
言
力
を
強
め
て
い
く
一
般
村
民
、
と
い
う

各
層
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
た
。

近世の村と寺
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は
じ
め
に

　
本
稿

は
、
紀
伊
国
伊
都
郡
境
原
村
（
現
和
歌
山
県
橋
本
市
）
を
事
例
に
、
一
七
世

紀
半
ば
か
ら
一
八
世
紀
半
ば
に
か
け
て
の
近
世
村
落
と
寺
院
の
関
係
に
つ
い
て
考
察

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
村
落
に
お
け
る
寺
院
の
問
題
に
関
し
て
は
、
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に

竹
田

聴
洲
氏
の
一
連
の
す
ぐ
れ
た
著
作
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
宮
座
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
、
そ
の
一
環
と
し
て
寺
座
（
堂
座
）
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
も
学

ぶ
点
が
多
い
。
さ
ら
に
本
稿
は
、
一
九
八
四
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
近
世
史
部
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に

お

い
て

提
起
さ
れ
た
社
会
集
団
論
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る
。
社
会
集
団
論
は
、

諸
社
会
集
団
の
重
層
と
複
合
と
し
て
近
世
の
全
体
社
会
を
把
握
す
べ
き
こ
と
を
主
張

し
た
も
の
で
、
重
層
と
は
、
村
々
が
組
合
村
を
形
成
し
た
り
、
町
々
が
組
合
町
を
つ

く
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
基
礎
的
な
社
会
集
団
が
二
次
的
三
次
的
に
集
団
を
形
成

し
て
い
く
よ
う
な
関
係
で
あ
り
、
複
合
と
は
、
百
姓
の
共
同
体
と
職
人
・
宗
教
者
の

集
団
の
よ
う
な
異
種
の
社
会
集
団
間
の
交
流
・
関
係
の
側
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現

在

ま
で
の
村
落
史
研
究
に
お
い
て
は
、
組
合
村
研
究
の
よ
う
な
重
層
に
着
目
し
た
研

究
が
多
い
の
に
対
し
て
、
複
合
を
扱
っ
た
研
究
は
少
な
い
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
本

稿
で

は
村
と
寺
の
問
題
を
、
村
（
百
姓
）
の
視
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
寺
（
住
職
）

の
側
に
も
身
を
置
き
つ
つ
複
眼
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。

　
本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
境
原
村
は
、
大
和
・
河
内
両
国
と
の
国
境
地
帯
に
あ
り
、

中
世
に
は
隅
田
庄
に
属
し
、
近
世
に
は
和
歌
山
藩
領
、
村
高
は
慶
安
四
（
一
六
五
一
）

年
一
五
八
石
一
斗
余
、
天
保
一
〇
（
一
八
三
九
）
年
一
七
六
石
余
、
家
数
・
人
口
は
、

慶
安
四
年
二
九
軒
、
一
一
八
人
、
天
保
一
〇
年
四
七
軒
、
一
五
九
人
で
あ
っ
た
。
村

内
に
は
、
東
谷
川
沿
岸
の
本
郷
と
い
う
中
心
的
集
落
と
、
湯
屋
谷
川
沿
い
の
「
い
ら

の

谷
」
と
い
う
二
つ
の
集
落
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
村
民
は
役
家
と
無
役
人
と
い
う
身

分
階
層
に
分
か
れ
て
お
り
、
慶
長
六
（
一
六
〇
一
）
年
に
は
家
数
二
六
軒
の
う
ち
庄

屋
一
軒
、
役
家
＝
二
軒
で
あ
っ
た
。
村
内
に
は
、
小
峯
寺
と
東
光
寺
と
い
う
と
も
に

真
言
宗
の
寺
が
あ
り
、
四
軒
の
家
が
「
堂
座
」
と
し
て
両
寺
の
運
営
を
中
心
的
・
特

権
的
に

担
っ
て
い
た
。

　
本
稿
で
使
う
史
料
は
境
原
村
の
葛
原
家
文
書
で
あ
る
。
同
家
は
中
世
に
は
隅
田
党

（隅

田
荘
に
お
け
る
在
地
領
主
層
の
結
合
体
）
の
有
力
メ
ン
バ
ー
た
る
在
地
領
主
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

中
世
文
書
を
多
数
伝
え
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
あ
り
、
そ
れ
を
用
い
た
研
究
も
多
い
。

し
か
し
、
同
家
の
近
世
文
書
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
お
ら
ず
、
埴
岡
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

弓
氏
が
本
稿
と
も
重
な
る
問
題
関
心
か
ら
部
分
的
に
検
討
し
て
い
る
の
が
唯
一
の
成

果
で

あ
る
。
埴
岡
氏
は
、
中
世
の
境
原
村
に
お
い
て
、
東
光
寺
の
前
身
た
る
薬
師
堂

に

堂
座
が
存
在
し
た
こ
と
、
葛
原
氏
が
薬
師
堂
の
院
主
職
を
世
襲
し
て
い
た
こ
と
、

な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
家
は
、
近
世
に
は
堂
座
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
以
下
、
第
一
章
で
一
七
世
紀
後
半
の
動
向
を
、
第
二
章
で
一
八
世
紀
前

半
の
動
向
を
検
討
し
た
い
。
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一

一
七
世
紀
の

小
峯
寺
と
堂
座

〇
　
一
七
世
紀
の
動
向

　
近
世
に
お
け
る
境
原
村
の
堂
座
に
関
す
る
史
料
の
初
見
は
、
次
に
掲
げ
る
明
暦
四

（
一
六
五
八
）
年
の
も
の
で
あ
る
。

　
（
6
）

史

料
1

　
（
端
裏
書
）

　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
写
し
　
」

　
　
　
　
一
札
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
一
小
ミ
ね
の
く
わ
ん
の
ん
あ
と
ノ
月
九
日
う
せ
申
候
お
見
付
申
時
、
別
当
座
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
　
四
人
の
し
ふ
の
内
に
と
う
の
か
き
御
し
は
い
被
成
候
四
人
の
し
ふ
の
内
か

　
　
　
ぎ
御
持
被
成
候
し
ふ
う
さ
ん
の
よ
し
申
候
よ
し
同
月
廿
六
日
二
よ
し
の
よ
り

　
　
　
御
帰
り
の
う
へ
，
を
ん
な
子
と
も
と
も
申
事
御
か
ん
に
ん
被
成
恭
奉
存
候
、
以

　
　
　
上
。明

暦
四

年

　
い
ぬ
の
二
月
五
日

境
原
村

　
　
弥
右
衛
門

　
　
伊
右
衛
門

　
　
新
右
衛
門

　
　
市
右
衛
門

　
　
次
右
衛
門

村
　
　
中

　
　
　
　
　
境
原
村

　
　
　
　
　
　
　
庄
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
助
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
与
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
喜
右
衛
門
殿

　

こ
の
史
料
か
ら
、
明
暦
四
年
に
小
峯
寺
の
本
尊
観
音
像
が
一
時
紛
失
す
る
と
い
う

騒
ぎ
が
あ
っ
た
際
、
村
住
民
の
な
か
に
本
堂
の
鍵
を
管
理
す
る
「
別
当
座
」
四
人
の

う
ち
当
時
鍵
を
も
っ
て
い
た
者
が
怪
し
い
と
い
う
声
が
あ
が
り
、
そ
の
こ
と
を
村
人

た
ち
が
「
別
当
座
」
四
人
に
詫
び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
い
う
「
別
当
座
」

が
堂
座
の

こ
と
で
あ
り
（
「
俗
別
当
」
と
も
い
う
）
、
当
時
は
庄
兵
衛
・
助
左
衛
門
（
葛

原
家
）
・
与
左
衛
門
・
喜
右
衛
門
の
四
人
が
構
成
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
後
掲
史
料
4
な
ど
に
よ
れ
ば
、
毎
年
正
月
九
日
に
本
堂
で
「
国
家
安
全
之
修
正
法
」

を
行
う
際
、
「
別
当
座
」
四
人
が
本
堂
に
座
を
占
め
て
中
心
的
な
役
割
を
務
め
る
と
さ

れ
て

い

る
。
修
正
会
の
際
に
は
近
く
の
村
々
か
ら
も
参
詣
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
、
時
代
は
下
る
が
、
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年
以
降
の
作
成
と
推
定
さ
れ
る
史
料

に

は
、
古
来
よ
り
六
人
の
別
当
座
の
者
が
本
堂
の
鍵
を
所
持
し
、
境
内
や
山
林
の
番

を
順
番
に
務
め
て
い
た
が
、
そ
の
後
四
人
に
減
少
し
た
こ
と
、
「
中
古
」
よ
り
堂
座
メ

ン

バ

ー
と
村
方
の
双
方
の
氏
寺
と
し
て
小
峯
寺
を
崇
敬
し
て
き
た
こ
と
、
が
記
さ
れ
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て

い
る
。

　
次
い
で
、
寛
文
一
〇
（
一
六
七
〇
）
年
に
は
、
小
峯
寺
に
関
し
て
次
の
史
料
が
作

成
さ
れ
た
。

　
（
8
）

史
料
2

　
（
端
裏
貼
札
）

　
「
　
明
治
七
年
戌
八
月
入
　
　
葛
原
孫
市
　
」

　
（
端
裏
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
，
ひ
か
へ
　
」

　
　
　
　
　
覚

　
　
一
伊
都
郡
境
原
村
小
峯
寺
と
申
，
往
古
6
御
座
候
。
何
之
比
右
御
座
候
も
存
知
た

　
　
　
る
も
の
無
御
座
候
。
三
百
年
斗
も
以
前
ニ
ハ
瓦
葺
元
御
座
候
由
、
其
比
萱
葺
二
立

　
　
　
直
し
申
由
一
で
ホ
今
三
間
二
四
間
之
堂
御
座
候
。
寺
ハ
四
拾
四
五
年
以
前
二
退
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
　
　
仕
候
。
無
御
座
候
。
其
迄
，
村
中
占
高
野
出
家
雇
居
置
養
申
候
得
共
、
村
中

　
　
　
も
よ
わ
り
申
二
付
破
損
口
繕
も
成
不
申
候
二
付
、
住
持
居
置
申
事
も
不
得
仕
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
　
　
山
伏
之
行
所
　
御
座
候
得
共
山
伏
之
方
6
住
寺
居
置
申
た
る
儀
も
覚
不
申

　
　
　
候
。
今
程
ハ
無
住
二
而
御
座
候
。
然
所
二
慶
賀
野
村
与
兵
衛
弟
坊
主
玄
信
と
申
僧

　
　
　
自
分
二
破
損
繕
仕
香
花
勤
行
可
仕
候
問
、
御
断
申
上
ケ
申
請
く
れ
候
様
二
被
申
二

　
　
　
付
、
幸
之
儀
と
奉
存
右
之
玄
信
居
置
申
度
と
申
上
ル
御
事
二
候
、
以
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
境
原
村
庄
や

　
　
　
　
　
寛
文
拾
年
戌
卯
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
］
兵
衛

　
史
料
2
は
宛
所
が
欠
け
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
和
歌
山
藩
に
宛
て
た
も
の
と
思
わ

れ

る
。
史
料
2
と
後
掲
史
料
4
の
内
容
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
以
下
の
諸
点
が
わ
か

る
。
①
小
峯
寺
は
三
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
も
つ
古
寺
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
衰
退

に

向
か
っ
た
。
一
七
世
紀
初
頭
頃
に
は
村
中
で
伊
都
郡
細
川
村
出
身
の
宗
清
と
い
う

僧
を
住
職
に
雇
い
、
粗
末
な
建
物
を
与
え
て
い
た
。
し
か
し
村
方
衰
微
の
た
め
建
物

の

修
繕

も
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
一
六
二
〇
年
代
半
ば
以
降
無
住
と
な
っ
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ま
っ
た
。
②
小
峯
寺
は
山
伏
の
修
行
所
だ
っ
た
が
、
山
伏
た
ち
の
方
で
住
職
を
置
い

た

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
③
し
か
る
に
、
こ
の
度
伊
都
郡
慶
賀
野
村
出
身
の
玄
信
（
政

範
）
と
い
う
僧
が
、
自
力
で
建
物
の
破
損
箇
所
を
修
復
す
る
の
で
、
自
分
を
一
代
限

り
住
職
に
し
て
く
れ
る
よ
う
村
方
に
願
い
入
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
堂
座
メ
ン
バ
ー
や

村
方
で
も
こ
れ
幸
い
と
考
え
て
、
和
歌
山
藩
に
そ
の
旨
を
願
い
出
た
。

　
小
峯
寺

は
、
「
紀
伊
続
風
土
記
」
巻
之
四
十
六
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
は
寺
中
に
五
坊

（六

力
寺
と
も
い
う
）
が
あ
っ
た
が
、
天
正
年
間
の
兵
火
で
堂
舎
旧
記
な
ど
悉
く
焼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

失

し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
の
「
寺
社
御
改
書
上
ケ
帳
」

に

は
、
寺
中
の
五
力
寺
は
「
慶
長
六
年
浅
野
出
羽
守
殿
御
検
地
之
時
分
6
退
転
仕
候
。

夫
迄
ハ
近
在
々
二
寄
進
田
多
ク
御
座
候
処
二
、
御
検
地
之
刻
在
々
寄
進
田
へ
御
竿
入
申
二

付
、
其
時
分
者
方
々
之
田
地
捨
り
申
候
。
其
節
方
右
五
ケ
寺
者
退
転
致
候
よ
し
申
伝
候
。

　
　
　
　
　
　
ニ

是
以
近
辺
村
々
字
小
峯
田
と
有
之
田
地
多
ク
御
座
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
天
正
の

兵
火
に
加
え
て
、
慶
長
年
間
和
歌
山
に
入
部
し
た
浅
野
長
政
の
太
閤
検
地
に
よ
っ
て

寺
運
が
急
速
に

衰
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　

ま
た
、
元
禄
一
二
二
六
九
九
）
年
の
作
成
だ
と
思
わ
れ
る
史
料
に
よ
る
と
、
寛

文
一
〇
年
時
の
経
過
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
先
例
で
は
、
後
任
の
住
職
を
決
め
る
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際
に

は
村
か
ら
藩
に
願
い
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
政
範
は
「
高
野
下
山
之
僧
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

（高
野
山
で
修
行
を
積
ん
だ
り
っ
ぱ
な
僧
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
）
な
の
で
、
政
範

か

ら
直
接
藩
の
許
可
を
得
た
う
え
で
、
村
か
ら
も
願
い
出
る
と
い
う
手
順
を
踏
ん
だ
。

　
史
料
2
に
関
連
し
て
、
二
年
後
の
寛
文
一
二
年
に
作
成
さ
れ
た
次
の
史
料
が
あ
る
。

史

駝
　
　
小
峯
寺
者
難
為
旧
跡
年
久
令
中
絶
候
。
然
処
政
範
近
年
粗
企
再
興
徴
功
候
。
随
而

　
　
此
寺
従
往
古
御
直
末
寺
之
由
申
伝
候
。
依
之
遂
先
躍
今
度
競
望
之
事
令
披
露
候

　
　
処
、
不
可
有
相
違
之
旨
　
惣
法
務
宮
御
気
色
之
所
也
。

　
　
伍
執
達
如
件
。

　
　
　
　
寛
文
拾
弐
年
三
月
朔
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奉
判

　
　
　
　
紀
伊
国
伊
都
郡

　
　
　
　
　
宝
雲
山

　
　
　
　
　
　
　
小
峯
寺
政
範
御
房

　
史
料
3
の
作
成
者
は
後
に
み
る
と
こ
ろ
か
ら
仁
和
寺
で
あ
る
が
、
こ
の
史
料
か
ら
、

長
年
無
住
と
な
っ
て
い
た
小
峯
寺
を
政
範
が
再
興
し
た
こ
と
、
政
範
が
仁
和
寺
に
願

い
出
て
小
峯
寺
が
仁
和
寺
の
直
末
寺
で
あ
る
と
の
承
認
を
え
た
こ
と
、
が
わ
か
る
。

仁
和
寺

は
、
京
都
に
あ
る
真
言
宗
の
門
跡
寺
院
で
、
所
在
地
の
地
名
を
と
っ
て
「
御

室
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
願
い
出
は
新
地
本
末
の
改
め
が
契
機
で
あ
り
、
こ
の
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

小
峯
寺
は
下
相
賀
庄
五
力
寺
の
本
寺
と
な
っ
た
。

⇔

元
禄
一
二
（
一
六
九
九
）
年
の
一
件

　
政
範
の
代
の

動
向
は
、
堂
座
側
か
ら
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
仁
和
寺

の
直
末
寺
に
な
っ
て
以
降
寺
は
繁
栄
し
、
政
範
は
自
己
の
才
覚
を
も
っ
て
仁
和
寺
に

取
り
入
り
、
小
峯
寺
を
「
永
々
資
師
相
承
之
自
門
」
（
代
々
自
分
の
弟
子
に
寺
の
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
継
承
さ
せ
て
い
く
こ
と
）
に
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
堂
座
・
村
方
と
対
立
し
た
。

こ
の
対
立
が
明
確
に
現
れ
た
の
が
、
次
に
み
る
政
範
の
後
住
を
め
ぐ
る
一
件
で
あ
ろ

う
。　

元
禄

＝
一
年
正
月
に
、
政
範
は
七
〇
余
の
高
齢
を
理
由
に
、
小
峯
寺
の
住
持
職
を

直
弟
子
の
玄
信
阿
閣
梨
政
典
（
大
和
国
葛
城
郡
東
佐
味
村
ー
現
奈
良
県
御
所
市
ー
出

身
）
に
譲
り
た
い
旨
を
和
歌
山
藩
の
寺
社
奉
行
所
に
願
い
出
て
い
る
。
そ
の
際
、
政

範

は
、
願
い
が
許
可
さ
れ
れ
ば
、
政
典
に
「
拙
僧
一
流
一
生
一
伝
秘
法
」
を
伝
授
し

た

い

と
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
政
範
の
願
い
に
は
、
す
ぐ
に
村
方
か
ら
強
い
反
対
が
お
こ
っ
た
。
そ
れ

を
示
す
史
料
を
、
次
に
掲
げ
よ
う
。

　
（
1
6
）

史
料
4

　
（
端
裏
書
）

　
　
「
御
公
儀
様
へ
指
上
ケ
申
候
控
也
。
御
公
義
様
と
．
郡
御
奉
行
衆
事
也
。
　
　
」

　
　
　
　
　
覚

　
　
一
伊
都
郡
境
原
村
小
峯
寺
本
堂
ノ
本
尊
ハ
観
音
二
而
、
別
当
四
人
寺
中
六
坊
之

　
　
　
地
二
而
候
得
共
、
致
零
落
同
郡
細
川
村
宗
清
と
申
僧
麓
相
成
一
寺
二
而
住
持
勤
さ

　
　
　
せ
申
候
。
其
以
後
少
之
間
住
持
中
絶
仕
有
之
候
二
付
、
河
州
観
心
寺
6
寺
取
立
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可
申
候
間
我
々
二
預
ケ
給
候
様
こ
と
申
来
候
二
付
、
御
公
儀
様
江
窺
申
候
へ
共
御

赦
免
無
之
候
。
就
其
当
郡
慶
賀
野
村
氏
人
政
範
と
申
僧
一
生
之
間
預
り
度
と

被
申
候
二
付
、
一
生
之
内
住
寺
遣
し
置
申
候
。

一
右
政
範
年
罷
寄
被
申
候
二
付
弟
子
玄
信
と
申
僧
後
住
二
仕
度
由
此
方
へ
相
談
被

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

申
候
。
其
段
，
其
方
之
弟
子
後
住
仕
候
得
，
永
代
持
之
様
罷
成
候
間
、
玄
信

房
方
6
一
代
持
之
証
文
此
方
へ
被
相
渡
候
ハ
、
玄
信
儀
ハ
和
州
之
仁
需
候
ヘ
ハ

其
方
之
案
紙
を
直
シ
我
々
判
形
仕
御
願
指
上
ケ
可
申
と
申
候
所
二
、
当
住
我
物

之
様
二
被
申
候
段
我
々
存
も
不
寄
儀
蒜
御
座
候
。

一
例
年
正
月
九
日
二
於
本
堂
二
国
家
安
全
之
修
正
法
行
申
節
も
別
当
四
人
堂
座
仕

勤
申
候
。
其
上
本
堂
之
修
理
等
ホ
今
至
我
々
手
前
6
勤
申
候
井
二
。
寺
普
請
之

　
　
　
　
　
　
し
ゐ
カ

節
も
人
夫
等
村
口
出
し
申
候
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　

右
之
通
委
細
，
寺
社
御
改
帳
指
上
ケ
御
座
候
。
小
峯
寺
，
御
室
末
寺
　
御

　
座
候
二
付
、
政
範
御
室
様
江
取
入
居
申
候
故
我
ケ
ま
〉
申
事
二
御
座
候
。

　
　

元
禄
十
二
年
己
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
境
原
村
庄
や

　
　
　
　
　
　

卯

ノ
ニ
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
村
肝
煎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤

兵

衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

助
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

脇
太
兵
衛
殿

同

与
二
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
　
　
中

　
（
1
7
）

史
料
5

　
　
　
　
境
原
村
宝
雲
山
小
峯
寺
井
二
本
堂
境
内
共
往
古
占
別
当
座
四
人
支
配
ノ
証

　
　
　
　拠
、

　
　
一
本
堂
之
内
陣
外
陣
之
鎗
四
人
之
内
ニ
ホ
今
至
所
持
仕
候
。

　
　
一
本
堂
修
理
田
三
畝
斗
リ
境
内
之
中
二
御
座
候
。
ホ
今
至
四
人
之
中
二
支
配
致
シ
本

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
　
堂
之
修
理
料
仕
居
申
候
。

　
　
一
当
住
居
置
候
以
後
本
堂
之
や
ね
破
損
繕
両
度
仕
候
入
用
銀
、
四
人
之
別
当
座

　
　
　
5
修
理
料
田
米
而
仕
居
申
候
。
下
作
預
ケ
米
算
用
帳
芽
二
山
之
四
方
書
杯
も
御

　
　
　
座
候
御
事
。

　
　
　
　
右
之
通
少
も
偽
無
御
座
候
、
以
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
境
原
村

　
　
　
　
　
元
禄

十
二
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
卯

ノ
ニ
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
藤
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
二
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
東
家
大
庄
や
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脇
太
兵
衛
殿

　
史
料
4
は
、
境
原
村
の
村
役
人
・
堂
座
メ
ン
バ
ー
・
「
村
中
」
が
東
家
村
在
住
の
大

庄
屋
脇
太
兵
衛
に

差

し
出
し
た
も
の
で
、
史
料
4
と
関
連
史
料
か
ら
以
下
の
点
を
指

摘
で
き
る
。
①
村
方
が
反
対
す
る
の
は
、
政
範
が
小
峯
寺
を
我
が
物
の
よ
う
に
心
得

て

い

る
こ
と
に
我
慢
が
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
政
範
が
自
分
の
弟
子
に
住
持
職
を

譲
っ
た
の
で
は
、
小
峯
寺
が
政
範
門
下
の
「
永
代
持
」
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
、
村
方
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
政
典
に
住
持
職
を
譲
り
た
い
な
ら
、
政
典
か
ら

村
方
に

住
持
職
は
自
分
一
代
限
り
で
あ
る
旨
の
証
文
を
提
出
す
る
よ
う
要
求
し
て
い

る
。
②
村
方
で
は
、
政
範
が
我
意
を
張
る
の
は
、
彼
が
仁
和
寺
に
取
り
入
っ
て
い
る

こ
と
と
、
彼
が
住
持
職
に
な
る
際
直
接
藩
に
願
い
出
て
許
可
を
得
て
い
る
こ
と
に
よ

る
と
認
識
し
て
い
る
。
実
際
、
政
範
は
、
今
回
も
自
分
が
住
持
職
に
な
っ
た
時
の
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

り
方
を
踏
襲
し
て
、
直
接
藩
に
願
い
出
て
い
る
。
③
史
料
5
と
比
較
す
る
と
、
こ
の

時
点
の

堂
座
メ
ン
バ
ー
は
、
喜
兵
衛
・
藤
兵
衛
・
助
左
衛
門
（
葛
原
家
）
・
与
二
兵
衛

の
四

人

で
、
喜
兵
衛
は
庄
屋
だ
が
、
残
る
三
人
は
村
役
人
で
は
な
く
、
肝
煎
は
堂
座

メ
ン
バ
ー
以
外
の
者
が
務
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
史
料
5
で
は
、
堂
座
メ
ン
バ
ー
の
小
峯
寺
支
配
の
証
左
と
し
て
、
①
本
堂

の

鍵
の

管
理
、
②
本
堂
修
理
田
三
畝
余
の
管
理
と
、
そ
こ
か
ら
と
れ
る
米
を
使
っ
て

の

本
堂
の

修
繕
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
後
元
禄
一
二
年
三
月
に
、
藩
の
郡
奉
行
所
か
ら
、
庄
屋
・
肝
煎
・
政
範
・
堂

座

メ
ン
バ
ー
連
名
で
、
大
庄
屋
に
、
政
典
を
後
住
に
し
た
い
旨
願
い
出
る
よ
う
和
解

案
が
示

さ
れ
て
、
そ
の
線
で
解
決
が
図
ら
れ
、
同
月
政
典
が
後
住
に
決
定
し
た
。

　
こ
れ
で
一
件
は
一
応
解
決
し
た
も
の
の
、
こ
の
解
決
法
は
、
後
住
決
定
の
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
が
村
に
あ
る
か
現
住
職
に
あ
る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
曖
昧
な
も
の
で

あ
っ
た
た
め
、
後
に
紛
争
再
燃
の
火
種
を
残
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
最
後

に
、
圭
室
文
雄
氏
の
仕
事
に
よ
っ
て
、
一
七
世
紀
に
お
け
る
住
職
人
事
に
つ

い

て

の

幕
府
の
方
針
を
瞥
見
し
て
お
こ
う
。
一
七
世
紀
初
頭
以
降
末
寺
の
住
職
任
命

は
本
寺
の
専
決
事
項
で
あ
っ
た
が
、
寛
文
五
年
の
老
中
連
署
「
条
々
」
で
、
有
力
な

開
基
者
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
寺
院
の
住
職
は
、
そ
の
開
基
檀
那
の
意
向
に
従
っ
て
決

定
す

べ

き
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
末
寺
の
住
職
は
本
寺
が
任
命
す
る
と
い
う
大
原

則
が
崩
れ
た
の
で
あ
り
、
以
後
は
住
職
任
命
に
あ
た
っ
て
本
寺
・
末
寺
・
檀
家
そ
れ

ぞ

れ
の

思
惑
が
対
立
す
る
可
能
性
が
拡
大
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
転

換
期

に
、
小
峯
寺
に
住
職
が
再
定
置
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

二
　
一
八
世
紀
前
半
の
村
と
寺

O
　
宝
永
期
の
状
況

　
宝
永
四

（
一
七
〇

七
）
年
に
は
、
小
峯
寺
と
葛
原
孫
市
と
の
争
論
が
お
こ
っ
た
。

孫
市
と
は
元
禄
一
二
年
時
点
で
の
堂
座
メ
ン
バ
ー
助
左
衛
門
の
子
で
、
同
じ
く
堂
座

メ
ン
バ
ー
の
藤
兵
衛
の
甥
に
あ
た
る
。
彼
は
元
禄
六
（
一
六
九
三
）
年
生
ま
れ
で
、

宝
永
四
年
に
は
数
え
年
で
一
五
歳
、
助
左
衛
門
が
宝
永
元
年
に
三
二
歳
で
死
去
し
た

後
、
若
く
し
て
葛
原
家
を
継
い
で
い
た
。

　

こ
の
一
件
で
の
小
峯
寺
の
主
張
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
小
峯
寺
は
「
国
家

豊
饒
之
御
願
寺
御
赦
免
地
」
で
あ
る
。
②
小
峯
寺
持
の
山
の
麓
に
孫
市
の
新
田
が
あ
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り
、
孫
市
の
下
作
人
市
右
衛
門
が
新
田
の
畔
に
接
す
る
山
の
草
を
苅
る
の
を
見
逃
し

て

い
た

が
、
宝
永
三
年
に
は
小
峯
寺
の
山
を
さ
ん
ざ
ん
に
苅
り
荒
ら
し
た
。
今
後
は

畔
苅

を
も
し
な
い
よ
う
、
藩
か
ら
孫
市
に
命
じ
て
ほ
し
い
。
③
小
峯
寺
持
の
山
の
谷

あ
い
に
池
が
二
つ
あ
り
、
池
床
料
米
と
し
て
毎
年
六
升
ず
つ
孫
市
か
ら
小
峯
寺
に
納

　
　
（
2
0
）

め
て
き
た
。

　

こ
れ
に
対
す
る
孫
市
の
反
論
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
①
小
峯
寺
の
境
内
は
俗

別
当
四
人
が
支
配
し
て
き
た
。
②
孫
市
所
持
の
新
田
と
小
峯
寺
持
の
山
と
は
境
界
を

接
し
て
お
ら
ず
、
五
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
も
離
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
峯
寺
の
山
を
さ

ん

ざ
ん
に
苅
り
荒
ら
し
た
と
い
う
の
も
事
実
に
反
す
る
。
③
二
つ
の
池
の
池
床
料
米

を
孫
市
か
ら
小
峯
寺
に
納
め
て
き
た
と
い
う
の
も
偽
り
で
、
こ
れ
ら
の
池
は
葛
原
家

が
築
造

し
た
も
の
で
あ
る
。
住
持
の
玄
信
（
政
典
）
は
近
年
小
峯
寺
に
入
っ
た
者
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

山
境
な
ど
は
よ
く
知
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
孫
市
の
返
答
書
に
は
叔
父
の
藤
兵
衛
（
孫
左
衛
門
）
も
連
署
し
て
お
り
、

こ
の
一
件
も
堂
座
衆
と
小
峯
寺
住
持
の
対
立
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
。

　

こ
の
一
件
は
、
翌
宝
永
五
年
閏
正
月
に
、
二
つ
の
池
の
池
床
料
米
と
し
て
毎
年
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

升
ず
つ
を
孫
市
か
ら
小
峯
寺
に
渡
す
こ
と
で
内
済
し
た
。
山
の
帰
属
が
ど
う
決
着
し

た
か
は
明
確
で
な
い
が
、
池
が
小
峯
寺
の
所
有
に
帰
し
た
以
上
、
山
も
小
峯
寺
持
と

さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
元
禄
一
二
年
の
住
職
後
任
問
題
に
端
を
発
し
た
堂
座

メ
ン
バ
ー
と
小
峯
寺
住
職
と
の
対
立
は
、
宝
永
四
年
に
至
っ
て
山
や
池
の
所
有
権
争

い

へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
小
峯
寺
に
と
っ
て
は
、
堂
座
に
寺
の
財
政
を
押
え
ら

れ
て

い

る
状
態
か
ら
脱
却
し
て
独
自
の
財
政
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
堂
座
に
対

す
る
発
言
力
強
化
の
た
め
に
は
必
要
で
あ
り
、
こ
の
一
件
を
お
こ
し
た
小
峯
寺
側
の

意

図
は
そ
こ
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
図
は
実
現
し
た
の
で
あ

る
。　

次

に
、
他
の
史
料
か
ら
政
典
の
代
の
動
向
を
み
て
お
こ
う
。
寛
延
三
年
以
降
の
作

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

成

と
推
定
さ
れ
る
史
料
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
政
範
の
代
ま
で
は
、

正
月
九
日
の
修
正
会
の
時
に
は
、
堂
座
メ
ン
バ
ー
が
末
寺
五
力
寺
の
僧
と
共
に
本
堂

に

詰

め
て
法
事
に
参
加
し
、
そ
の
後
寺
で
食
事
を
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
政
典
の
代

に

な
る
と
、
政
典
と
村
方
が
不
和
に
な
っ
た
た
め
、
寺
で
の
食
事
を
や
め
て
、
毎
年

順
番
に
堂
座
メ
ン
バ
ー
の
家
で
食
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
政
典
も
政
範
同
様
仁
和
寺
寄
り
の
姿
勢
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
と
み
え
、
宝
永

六
（
一
七
〇
九
）
年
に
末
寺
五
力
寺
お
よ
び
末
寺
の
あ
る
村
々
と
の
間
で
争
論
に
な
っ

　
（
2
4
）

て

い

る
。
末
寺
五
力
寺
と
は
、
境
原
村
東
光
寺
・
細
川
上
村
阿
弥
陀
寺
・
細
川
下
村

不
動
寺
・
慶
賀
野
村
大
福
寺
・
柱
本
村
極
楽
寺
で
あ
る
。
こ
の
時
の
争
点
は
、
小
峯

寺
が
仁
和
寺
に

対
し
て
務
め
る
年
礼
の
費
用
負
担
方
法
に
あ
り
、
結
局
以
後
は
年
礼

入
用
と
し
て
前
年
一
二
月
に
五
力
寺
か
ら
銀
二
枚
ず
つ
小
峯
寺
に
渡
す
こ
と
で
落
着

し
た
。

　

こ
の
争
論
の
本
質
は
、
本
寺
仁
和
寺
と
の
関
係
を
深
め
よ
う
と
す
る
小
峯
寺
と
、

そ
の
た
め
の
負
担
増
に
反
発
す
る
末
寺
・
村
々
と
の
対
立
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

仁
和
寺

と
の
関
係
強
化
の
た
め
に
は
出
費
の
増
加
は
避
け
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
結
局
は

末
寺
、
さ
ら
に
は
末
寺
の
あ
る
村
々
へ
と
転
嫁
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
性
質
の
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
争
論
は
負
担
の
定
額
化
で
決
着
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
境
原

村
も
争
論
の
当
事
者
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
一
件
は
小
峯
寺
の
運
営
を
め

ぐ
る
住
職
と
村
側
の
対
立
と
い
う
、
元
禄
一
二
年
の
一
件
と
共
通
の
性
格
を
も
も
っ
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近世の村と寺

て

い
た

こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
同
じ
宝
永
六
年
の
四
月
に
、
庄
屋
久
四
郎
・
肝
煎
与
次
兵
衛
・
藤
兵
衛
・

喜
兵
衛
・
孫
市
（
後
四
者
が
堂
座
メ
ン
バ
ー
）
か
ら
大
庄
屋
に
出
さ
れ
た
願
書
に
は
、

①
同
年
正
月
九
日
の
小
峯
寺
本
堂
で
の
「
天
下
泰
平
国
家
安
全
五
穀
成
就
之
行
」
の

際
、
政
典
が
村
中
に
相
談
も
な
く
富
札
を
売
り
出
し
て
大
勢
の
人
を
集
め
、
さ
ら
に

先
例
を
破
っ
て
本
堂
以
外
の
場
所
で
行
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
村
方
で
制
止
し
本

堂
で
行
わ

せ
た

こ
と
、
②
政
典
は
「
物
毎
気
侭
」
、
「
心
入
悪
敷
」
た
め
、
「
末
寺
下
在

々

井
二
境
原
村
之
者
共
」
が
難
儀
し
て
い
る
の
で
注
意
し
て
ほ
し
い
こ
と
、
が
記
さ
れ

て

い
る
。

　
総
じ
て
、
政
典
の
代
に
は
、
堂
座
を
中
心
と
す
る
村
と
、
寺
と
の
対
立
が
深
刻
化

し
て
い
た
と
い
え
る
。

⇔
　
享
保
一
二
（
一
七
二
七
）
年
の
一
件

　
そ
の
後
、
享
保
四
（
一
七
一
九
）
年
に
は
、
小
峯
寺
の
住
持
が
政
典
か
ら
彼
の
弟

子
で
境
原
村
孫
左
衛
門
の
次
男
玄
隆
に
交
代
し
た
。
そ
の
際
、
玄
隆
の
後
住
は
村
方

と
相
談
し
た
上
で
決
め
る
旨
を
記
し
た
一
札
が
、
親
孫
左
衛
門
・
玄
隆
．
庄
屋
弥
左

衛
門
・
肝
煎
孫
市
か
ら
座
衆
・
村
中
に
宛
て
て
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
藩
の
寺
社

奉
行
所
に

提
出
し
た
住
持
交
代
願
書
は
、
政
典
が
差
出
人
と
な
り
、
庄
屋
・
肝
煎
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

奥
書
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
享
保
八
年
に
は
玄
隆
が
病
死
し
た
た
め
、
座
衆
・
村
中
の
相
談
に
よ
り
、

　
　
　
ち
ゅ
う
げ

伊
都
郡
中
下
村
出
身
の
俊
乗
が
小
峯
寺
に
入
っ
た
。
こ
の
時
に
も
、
俊
乗
の
後
住
を

決
め

る
際
は
、
座
衆
が
相
談
し
て
決
定
し
、
俊
乗
は
そ
れ
に
従
う
旨
の
一
札
が
、
俊

乗
親
喜
右
衛
門
・
俊
乗
・
中
下
村
庄
屋
・
肝
煎
か
ら
境
原
座
衆
・
村
中
宛
に
出
さ
れ

　
（
2
6
）

て

い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
享
保
一
二
年
一
〇
月
に
、
当
時
の
堂
座
メ
ン
バ
ー
た
る
利
右
衛
門
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

与
左
衛
門
・
喜
兵
衛
・
孫
重
郎
の
四
人
が
、
以
下
の
内
容
の
定
書
を
作
成
し
て
い
る
。

①
小
峯
寺
住
持
俊
乗
は
、
享
保
一
一
年
に
仁
和
寺
「
御
宮
様
御
灌
頂
」
の
祝
い
の
た

め
京
都
に
行
き
、
そ
の
際
小
峯
寺
住
職
継
承
の
願
い
も
済
ま
せ
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
、
か
か
っ
た
費
用
の
出
金
を
求
め
て
き
た
。
②
俊
乗
は
享
保
八
年
か
ら
小
峯
寺
に

入
っ
て
い
る
が
、
師
の
政
典
と
不
仲
の
た
め
、
政
典
は
未
だ
に
村
方
や
末
寺
に
俊
乗

を
住
職
と
し
て
披
露
し
て
お
ら
ず
、
「
師
資
相
承
之
法
流
」
な
ど
も
伝
授
し
て
い
な

い
。
③
こ
う
し
た
状
況
な
の
で
、
堂
座
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
俊
乗
を
住
職
と
す
る
こ

と
に
反
対
な
の
だ
が
、
俊
乗
は
勝
手
に
仁
和
寺
に
継
承
願
い
を
済
ま
せ
、
そ
の
上
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

峯
寺
を
末
永
く
自
分
一
己
の
支
配
下
に
置
こ
う
（
「
永
々
一
分
之
支
配
可
致
」
）
と
し

て

い

る
。
堂
座
メ
ン
バ
ー
お
よ
び
境
原
村
民
の
氏
寺
で
あ
る
小
峯
寺
を
俊
乗
の
自
由

に

さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
他
の
史
料
か
ら
さ
ら
に
以
下
の
点
を
指
摘
で
き
る
。
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

当
時
政
典
は
病
気
療
養
の
た
め
長
期
間
故
郷
の
大
和
国
に
帰
っ
て
い
た
。
②
こ
の
一

件
で

は
、
村
方
全
体
が
小
峯
寺
と
対
立
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
作
成
者
不
明
の

一
札
に

お

い
て

は
、
自
分
達
は
「
座
衆
役
人
衆
」
に
は
味
方
し
な
い
こ
と
、
小
峯
寺

は
先
祖
代
々
の
氏
仏
だ
っ
た
け
れ
ど
も
今
回
そ
の
縁
を
切
る
こ
と
、
俊
乗
の
上
京
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

用
も
出
金
す
る
こ
と
、
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
村
内
の
ど
の
階
層
の
、
何
人
く

ら
い
の
者
が
、
い
か
な
る
理
由
で
、
堂
座
メ
ン
バ
ー
や
村
役
人
か
ら
離
反
し
た
の
か

是
非
知

り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
関
連
史
料
が
な
い
た
め
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
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な
い
。

日
　
堂
座
内
部
の
由
緒
争
い

　
享
保
期
に

は
、
小
峯
寺
と
は
直
接
関
係
な
い
が
、
堂
座
内
部
で
由
緒
を
め
ぐ
っ
て

興
味
深
い
争
論
が
お

こ
っ
て
い
る
。
争
論
の
一
方
の
当
事
者
は
、
宝
永
四
～
五
年
に

小
峯
寺
と
争
っ
た
葛
原
孫
市
で
あ
る
。
葛
原
家
は
、
紀
州
徳
川
家
初
代
頼
宣
入
国
の

際
の
由
緒
改
め
に
よ
り
扶
持
三
〇
石
を
与
え
ら
れ
る
も
後
召
し
上
げ
ら
れ
た
と
い
い
、

ま
た
寛
永
七
（
一
六
三
〇
）
年
に
九
一
歳
（
九
二
歳
と
も
い
う
）
で
死
ん
だ
孫
市
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

御
家
来
分
、
足
軽
格
と
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
争
論
の
他
方
の
当
事
者
は
、
孫
市

の

縁
戚
で
境
原
村
に
住
む
孫
十
郎
と
そ
の
養
父
孫
左
衛
門
で
あ
り
、
孫
左
衛
門
が
孫

市
の
祖
母
の
弟
に
当
た
る
（
孫
市
の
叔
父
と
も
い
う
）
。
両
家
と
も
堂
座
メ
ン
バ
ー
で

あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
享
保
八
年
正
月
に
、
藩
か
ら
「
在
々
地
士
筋
目
、
又
，
由
緒
有
之
者
　
も
当
時
地

士
二
而
無
之
尤
地
士
を
も
願
候
者
共
二
、
何
郡
何
村
誰
と
の
品
書
付
出
す
ヘ
シ
」
「
右
地

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

士
筋

又
，
由
緒
有
之
者
共
、
由
緒
之
書
付
・
其
家
申
伝
候
趣
書
付
出
す
へ
し
」
と
令

さ
れ
た
こ
と
が
争
論
の
発
端
と
な
っ
た
。
藩
は
、
在
村
の
地
士
及
び
由
緒
を
も
ち
地

士
に

な
り
た
い
者
を
調
査
し
、
彼
ら
に
由
緒
を
示
す
証
拠
書
類
の
提
出
を
命
じ
た
の

で

あ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
孫
市
は
、
同
月
大
庄
屋
脇
熊
太
郎
に
「
葛
原
氏
之
由
緒
書

付
」
を
提
出
し
て
、
地
士
に
し
て
ほ
し
い
旨
願
い
出
て
い
る
。

　
次

に
、
争
論
の
経
過
を
孫
市
側
か
ら
み
た
史
料
を
掲
げ
る
。

　
（
3
1
）

史

料
6

　
　
　
　
　
乍
恐
口
上
書
を
以
申
上
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
控
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
都
郡
境
原
村
孫
市

　
　
一
去
ル
卯
正
月
由
緒
有
之
者
ハ
書
付
指
上
候
様
二
と
就
御
尋
二
、
私
先
祖
6
持
伝
候

　
　
　
書
附
等
数
通
御
座
候
間
、
写
し
可
奉
指
上
奉
存
候
。
然
所
二
同
村
孫
十
郎
方
δ

　
　
　
右
書
付
之
内
所
望
仕
度
由
被
申
候
。
私
儀
指
当
り
返
答
も
致
不
申
候
処
再
三

　
　
　
達
而
望
被
申
候
。
孫
十
郎
養
父
孫
左
衛
門
義
ハ
私
祖
母
之
弟
二
而
御
座
候
。
我
等

　
　
　
幼
少
之
節
世
話
二
罷
成
候
得
者
、
恩
礼
二
二
三
通
二
而
も
遣
し
申
様
一
と
中
嶋
村
円

　
　
　
光
寺
・
柱
本
村
由
説
・
細
川
村
孫
太
郎
被
申
候
二
付
、
所
持
之
内
四
通
遣
シ
申

　
　
　
筈
御
座
候
処
、
一
門
共
申
候
者
代
々
持
伝
候
書
物
壱
通
元
も
外
へ
渡
さ
せ
申

　
　
　
事
成
不
申
候
。
其
方
親
助
左
衛
門
遺
状
仕
候
節
、
右
書
物
第
一
大
切
二
仕
紛
失

　
　
　
不
仕
候
様
二
い
た
し
世
伜
千
太
郎
（
の
ち
の
孫
市
、
引
用
者
註
）
二
所
持
為
致
候
様
二

　
　
　
と
頼
置
候
得
ハ
、
何
分
二
も
渡
さ
せ
申
間
敷
と
申
候
故
、
去
年
正
月
十
二
日
二
孫

　
　
　
左
衛
門
孫
十
郎
方
へ
其
段
申
通
し
候
。
依
之
本
紙
相
渡
し
不
申
候
二
付
孫
十
郎

　
　
　
方
と
相
も
つ
れ
気
之
毒
二
奉
存
候
得
共
、
親
遺
状
二
御
座
候
名
前
之
者
共
達
而
相

　
　
　
　
　
ニ

　
　
　
留
申
付
、
本
紙
相
渡
し
申
義
難
成
奉
存
候
。
右
之
趣
被
為
聞
召
分
被
為
下
候

　
　
　
様
二
被
仰
上
可
被
下
候
、
以
上
。

　
　
　
　
　
　
辰
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
境
原
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫

露
．

　
　
　
　
　
　
　
脇
三
郎
左
衛
門
殿

　
史
料
6
は
、
享
保
九
年
四
月
に
大
庄
屋
脇
三
郎
左
衛
門
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

あ
る
。
史
料
6
お
よ
び
関
連
史
料
か
ら
わ
か
る
一
件
の
経
過
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
っ

た
。
孫
市
が
自
家
に
伝
わ
る
書
付
（
感
状
な
ど
）
の
写
し
を
藩
に
提
出
し
よ
う
と
し
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近世の村と寺

た

と
こ
ろ
、
孫
十
郎
が
そ
の
内
の
何
点
か
を
ほ
し
い
と
再
三
申
し
入
れ
て
き
た
の
で
、

孫
市

も
四
通
を
譲
る
こ
と
に
し
た
（
孫
市
家
で
は
、
以
前
に
も
所
蔵
の
古
文
書
の
写

し
を
承
応
三
（
一
六
五
四
）
、
寛
文
一
二
（
一
六
七
二
）
の
両
年
に
和
歌
山
藩
に
提
出

し
て
い
る
）
。

　
孫
市
か
ら
譲
ら
れ
る
は
ず
の
書
付
を
主
張
の
根
拠
と
し
て
、
享
保
八
年
正
月
に
孫

左
衛
門
は

次
の

よ
う
に
大
庄
屋
に
届
け
出
て
い
る
。
①
自
分
の
家
は
藤
原
氏
で
、
須

（隈
）
田
・
葛
原
・
境
原
の
い
ず
れ
の
姓
を
も
名
乗
る
。
②
孫
左
衛
門
の
祖
父
孫
左

衛
門
の
代
ま
で
は
少
々
の
領
地
を
も
つ
在
地
領
主
で
あ
っ
た
。
親
徳
左
衛
門
は
出
世

を
夢
見
て
乗
馬
・
鉄
砲
な
ど
の
武
芸
に
励
み
、
真
田
幸
村
と
も
親
交
が
あ
り
、
大
坂

の
陣
の

折
秀
頼
か

ら
参
陣
を
勧
め
ら
れ
た
が
行
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
③
元
和
年
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

に

隈
田

組

（中
世
の
隈
田
党
の
後
育
）
一
五
人
が
藩
に
召
し
出
さ
れ
た
時
、
一
族
の

者

は
徳
左
衛
門
も
一
緒
に
出
仕
を
願
い
出
る
よ
う
再
三
勧
め
た
が
、
他
に
望
み
が

あ
っ
て
願
い
出
な
か
っ
た
と
、
徳
左
衛
門
か
ら
聞
い
て
い
る
。
④
自
家
は
ず
っ
と
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

峯
寺

と
東
光
寺
の
世
話
を
し
て
き
た
。

　
孫
左
衛
門
親
子
の
狙
い
は
、
孫
市
か
ら
譲
り
受
け
た
古
文
書
を
自
家
に
代
々
伝
わ

る
も
の
だ
と
称
し
て
、
自
家
の
由
緒
・
筋
目
の
証
拠
と
す
る
こ
と
で
、
藩
か
ら
地
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

身
分
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
孫
市
の
一
門
が
、
み
だ
り
に
書
物
を
他
へ
譲
っ
て
は
隈
田
一
族
と
紛

ら
わ
し
い
者
が
新
た
に
出
現
し
て
争
い
の
種
と
な
る
の
で
、
代
々
相
伝
の
書
物
は
一

通
た

り
と
も
譲
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
孫
市
の
親
の
遺
言
を
楯
に
反
対
し
た
た
め
、

孫
市

は
享
保
八
年
正
月
＝
一
日
に
、
一
度
は
譲
ろ
う
と
し
た
書
付
だ
が
、
や
は
り
譲

れ

な
い
旨
孫
左
衛
門
親
子
に
断
っ
た
。
そ
こ
で
、
孫
左
衛
門
親
子
と
争
論
に
な
っ
た

の

で
あ
る
。
こ
の
一
件
は
、
少
な
く
と
も
享
保
九
年
四
月
ま
で
は
藩
の
郡
奉
行
所
で

争
わ

れ
て

い

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
結
末
は
不
詳
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
享
保
＝
二
年
五
月
に
は
、
孫
市
と
同
一
人
物
で
あ
る
葛
原
利
右
衛
門
喜

忠

が
、
次
の
趣
旨
を
願
い
出
て
い
る
。
①
自
分
の
家
は
先
年
隈
田
組
が
召
し
出
さ
れ

た

際
に

は
先
祖
が
病
身
だ
っ
た
た
め
、
願
い
出
な
か
っ
た
。
②
享
保
八
年
の
藩
の
由

緒
調
査
の

際
、
書
付
を
提
出
し
て
地
士
身
分
に
し
て
く
れ
る
よ
う
願
い
出
た
が
、
以

後
何
の

音
沙
汰

も
な
い
。
③
自
分
の
家
は
地
士
に
ふ
さ
わ
し
い
由
緒
を
も
っ
て
い
る

の
だ

か

ら
、
地
士
身
分
を
許
可
し
て
ほ
し
い
。
家
の
由
緒
は
隈
田
組
一
統
に
聞
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

も
ら
え
ば
詳
し
く
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
結
局
孫
市
・
孫
左
衛
門
両
家
と
も
地
士
身
分
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

　
以
上
み

た
よ
う
に
堂
座
メ
ン
バ
ー
が
享
保
期
に
競
っ
て
地
士
身
分
を
獲
得
し
よ
う

と
し
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
藩
の
地
士
改
め
・
由
緒
調
査
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
景

に

は
村
内
に
お
け
る
堂
座
の
権
威
低
下
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
元
禄
期
か

ら
小
峯
寺
住
職
が
堂
座
の
意
に
従
わ
な
く
な
り
、
享
保
一
二
年
の
一
件
で
は
村
人
の

中
か
ら
堂
座
へ
の
離
反
者
が
現
れ
る
な
ど
、
こ
の
時
期
村
内
の
特
権
的
身
分
た
る
堂

座
の

権
威
が
揺
ら
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
、
藩
か
ら
地
士
身
分
と

し
て
認
め
ら
れ
る
、
即
ち
藩
か
ら
自
己
の
特
権
的
地
位
を
公
認
さ
れ
る
こ
と
で
立
て

直

そ
う
と
し
て
、
地
士
身
分
獲
得
運
動
が
行
わ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の

過
程
で
孫
左
衛
門
家
の
よ
う
に
、
他
家
に
伝
わ
る
文
書
を
譲
り
受
け
て
自
家
の
由
緒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

を
「
創
造
」
（
「
偽
造
」
）
す
る
家
も
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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四
　
寛
保
期
の
動
向

　
こ
れ
ま
で
は
、
小
峯
寺
を
め
ぐ
る
動
向
を
み
て
き
た
が
、
本
節
で
は
東
光
寺
に
つ

い
て

も
検
討
し
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
、
東
光
寺
の
前
身
た
る
薬

師
堂
に
堂
座
が
存
在
し
た
こ
と
、
葛
原
氏
が
薬
師
堂
の
院
主
職
を
世
襲
し
て
い
た
こ

と
が
埴
岡
真
弓
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
堂
座
の
構
成
員
な
ど
具
体
的
な
こ

と
は
わ
か
ら
な
い
。
一
七
世
紀
の
東
光
寺
に
つ
い
て
我
々
が
知
り
う
る
こ
と
も
少
な

い

が
、
寛
文
二
一
年
に
小
峯
寺
の
末
寺
と
な
っ
た
こ
と
、
延
宝
五
（
一
六
七
七
）
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

に

専
長

と
い
う
住
職
が
い
た
こ
と
、
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
の
「
寺
社
御
改
書
上

仁峻
」
に
「
村
中
惣
庵
二
而
御
座
候
」
、
「
当
住
阿
閣
梨
関
翁
高
野
山
行
人
方
地
蔵
院
阿

閣
梨
宥
信
弟
子
、
十
七
年
以
前
6
住
持
仕
候
」
と
の
記
載
が
あ
る
こ
と
、
元
禄
一
六

年
の

「
座
之
者
」
は
藤
兵
衛
・
喜
兵
衛
・
助
左
衛
門
・
与
二
兵
衛
の
四
人
で
元
禄
一

二
年
の
小
峯
寺
の
堂
座
メ
ン
バ
ー
と
一
致
す
る
こ
と
、
な
ど
は
確
認
で
き
る
。

　
元
文
元
（
一
七
三
六
）
年
九
月
に
は
、
利
右
衛
門
・
与
左
衛
門
（
庄
屋
）
・
喜
兵
衛
・

伊
兵
衛
の

四
人
の

「座
衆
」
が
、
東
光
寺
付
属
の
山
林
（
「
い
な
い
は
山
」
）
と
新
田

畑

を
境
原
村
の
亀
之
助
に
二
〇
年
季
で
小
作
に
出
し
、
毎
年
米
四
斗
ず
つ
を
受
け
取

　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
ま
た
、
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
の
史
料
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

①
毎
年
正
月
八
日
の
修
正
会
の
際
に
は
、
堂
座
メ
ン
バ
ー
が
、
牛
王
行
の
支
度
を
し

「宝
前
二
而
座
仕
」
っ
（
超
。
②
正
月
＝
日
に
は
、
「
座
之
者
共
」
が
千
巻
心
経
を
読
請

し
「
村
祈
薦
之
心
経
会
」
を
務
め
た
。
③
牛
王
木
や
半
紙
代
、
修
正
会
と
心
経
会
の

際
の
東
光
寺
へ
の
布
施
や
朝
食
代
は
村
入
用
か
ら
支
出
し
て
き
た
。
④
東
光
寺
に
関

し
て
は
、
「
堂
座
」
四
人
で
古
来
よ
り
諸
事
支
配
し
て
き
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
寛
保
元
（
一
七
四
一
）
年
に
は
、
村
役
人
・
「
座
方
」
（
利

右
衛
門
・
与
左
衛
門
・
喜
兵
衛
・
孫
左
衛
門
）
と
小
前
百
姓
と
の
間
で
村
方
騒
動
が

お

こ
り
、
次
の
よ
う
な
定
書
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
（
4
3
）

史
料
7

　
　
　
　
　
村
中
申
合
之
事

　
　
　
　
（
前
　
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
カ

　
　
一
無
役
人
棟
掛
近
年
ハ
半
棟
掛
口
口
多
ク
掛
リ
難
儀
之
由
二
候
得
ハ
、
先
年
之
帳
面

　
　
　
も
見
合
半
棟
よ
り
多
ク
掛
ケ
不
申
筈
。

　
　
　
　
　
　
ヰ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
一
薬
師
山
新
田
畑
之
儀
，
座
仲
間
支
配
作
徳
米
，
年
々
堂
寺
之
諸
入
用
可
致
筈
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
毎
年
致
勘
定
東
光
寺
相
渡
し
申
筈
。

　
　
　
　
（
後
　
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
境
原
村
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
右
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
寛
保
元
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
村
肝
煎
座
方

　
　
　
　
　
　
　
酉
三

月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
兵
衛
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
村
座
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
左
衛
門
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
村
右
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利
右
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
村
右
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
左
衛
門
㊥
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同
村
惣
代

同
村
右
同

同
村
右
同

同
村
右
同

重
郎
兵
衛
㊥

忠
次
郎
㊥

藤
　
　
七
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
源
兵
衛
㊥

　
　
右
者
境
原
村
中
小
入
用
井
薬
師
山
田
畑
之
儀
二
付
、
異
論
か
ま
し
き
儀
出
来
二
付
、

　
　
我
々

以
異
見
右
之
通
村
定
書
仕
相
済
申
候
、
已
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
細
川
上
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
右
衛
門
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
上
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
左
衛
門
⑳

　
史
料
7
で
取
り
決
め
ら
れ
た
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
①
境
原
村
に
は
役
家
と

無
役
人
の
両
身
分
が
あ
っ
た
が
、
小
入
用
（
村
入
用
か
）
の
う
ち
無
役
人
へ
の
棟
割

分
が
近
年
は
半
棟
分
よ
り
多
く
賦
課
さ
れ
て
無
役
人
が
困
っ
て
い
る
の
で
、
以
後
半

棟
分
以
上

は
賦
課
し
な
い
。
②
東
光
寺
に
付
属
す
る
薬
師
山
（
東
光
寺
の
本
尊
薬
師

如
来
に
因
ん
で
の
命
名
で
あ
ろ
う
、
い
な
い
場
山
の
こ
と
）
と
新
田
畑
は
「
座
仲
間
」

（堂
座

メ
ン
バ
ー
）
が
管
理
し
、
作
徳
米
は
毎
年
勘
定
し
て
東
光
寺
の
住
職
に
渡
し

諸
経
費
に
当
て
る
。
な
お
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
密
接
に
関

連
し
て
い
る
。

　
史
料
7
の
取
り
決
め
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
一
件
は
同
年
一
二
月
に
再
燃
し
た

ら
し
く
、
次
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
（
4
4
）

史
料
8

　
　
　
　
　
口

上
覚

　
　
一
伊
都
郡
境
原
村
東
光
寺
本
尊
薬
師
如
来
俗
別
当
堂
座
四
人
御
座
候
。
然
者
前
々

　
　
　
6
薬
師
修
理
料
と
し
て
字
い
な
ひ
ば
新
田
畑
山
林
御
座
候
処
二
、
去
酉
ノ
極

　
　
　
月
二
村
之
内
廿
四
人
之
者
共
右
徳
米
村
小
入
用
棟
割
へ
入
村
割
賦
．
一
可
仕
し
と

　
　
　
て
新
矯
成
事
申
出
シ
候
。
右
場
所
之
義
前
々
6
堂
座
支
配
二
仕
堂
寺
破
損
入

　
　
　
　
ニ

　
　
　
用

仕
候
故
、
村
小
入
用
へ
入
申
儀
不
罷
成
と
申
早
速
大
庄
や
殿
相
断
置
申
候

　
　
　
得
共
、
押
詰
之
義
二
御
座
候
故
相
延
へ
置
候
。
右
名
前
之
者
共
ハ
小
入
用
之
内

　
　
　
銀
三
分
宛
ひ
か
へ
出
不
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ト

　
　
一
薬
師
山
之
内
溝
料
米
壱
斗
　
前
々
δ
忠
二
郎
座
仲
間
へ
斗
り
来
申
候
処
、
去

　
　
　
酉
之
年
シ
分
斗
り
不
申
候
。

　
　
　
　
　
役
　
家

　
　
　
幾
右
衛
門
彦
兵
衛
　
忠
右
衛
門
　
茂
兵
衛
　
藤
七
　
藤
二
郎
助
二
郎

　
　
　
伝
右
衛
門
　
忠
二
郎
　
孫
三
郎

　
　
　
　
　
無
　
役

　
　
　
彦
太
郎
　
伝
七
　
三
右
衛
門
　
武
右
衛
門
　
伊
右
衛
門
　
又
五
郎
　
甚
吉

　
　
　
加
右
衛
門
　
源
兵
衛
　
源
六
　
平
助
　
平
四
郎
　
庄
兵
衛
　
長
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
一
毎
年
正
月
八
日
薬
師
二
而
五
穀
成
就
村
諸
祈
信
之
修
正
会
仕
候
。
往
古
6
堂
座

　
　
　
之
者
寺
へ
会
合
仕
、
牛
王
行
之
支
度
致
シ
東
光
寺
被
相
勤
銘
々
四
人
宝
前
二
而
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座
仕
候
。
其
上
牛
王
出
シ
役
家
三
本
無
役
家
弐
本
ッ
．
出
シ
申
候
処
二
、
右
名
前

　
之
者
共
牛
王
木
持
参
仕
座
仲
間
へ
申
候
．
、
板
行
借
シ
被
申
候
．
銘
々
押
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
可
申
杯
と
新
気
成
事
申
候
へ
共
、
往
古
5
仕
来
相
違
仕
候
故
借
シ
不
申
候
。

　
背
先
格
右
持
参
り
候
牛
王
木
に
白
紙
は
さ
ミ
大
切
な
る
修
正
之
行
ひ
二
も
当

　
テ
不
申
持
帰
り
申
候
。

一
前
々
6
牛
王
木
百
弐
拾
本
代
弐
匁
三
分
、
牛
王
紙
三
帖
代
壱
匁
八
分
、
正
月

　
八
日
修
正
会
同
十
一
日
東
光
寺
右
座
之
者
共
薬
師
二
而
千
巻
心
経
読
調
仕
、
村

　
祈
薦
之
心
経
会
相
勤
申
候
、
右
両
度
之
東
光
寺
布
施
物
　
　
　
と
朝
飯
代

　
年
々
見
合
　
　
　
位
、
此
入
用
村
割
往
古
方
入
レ
来
申
候
。

　
　
　
　
　
　
三

一
薬
師
堂
寺
之
儀
諸
事
何
事
二
不
寄
堂
座
四
人
支
配
二
往
古
6
仕
来
候
。
諸
帳
面

　
と
も
座
方
二
所
持
仕
候
。

一
村
惣
躰
之
常
式
定
筋
座
仲
間
立
合
相
極
メ
来
候
。
毎
年
五
月
二
立
合
惣
日
用
定

　
仕
庄
屋
方
へ
申
越
村
中
へ
触
さ
せ
申
候
。
同
七
月
七
日
二
座
中
間
年
行
司
方
へ

　
出
合
仕
候
。
同
九
日
二
前
々
6
道
作
り
仕
其
年
シ
生
候
当
才
子
二
道
か
り
と
申

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
　
　
　
ツ
シ

　
米
五
升
　
取
中
食
仕
、
十
七
才
占
上
て
道
作
り
仕
候
。
其
宿
諸
色
之
儀
座

　
方
一
一
而
相
極
メ
申
遣
候
。
夫
故
其
子
親
共
前
日
七
日
之
朝
諸
事
指
図
受
ケ
帰
り

　
申
候
。

右
之
通
前
々
右
仕
来
申
義
相
違
無
之
、
諸
帳
面
書
付
等
迄
所
持
仕
居
申
候
処
二
、

去
ル
酉
ノ
春
い
な
ひ
場
徳
米
之
義
二
付
座
中
間
と
村
方
と
出
入
ケ
間
敷
相
成
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

下
上

田
太
左
衛
門
細
川
市
右
衛
門
双
方
へ
異
見
有
之
候
。
互
相
済
申
候
。

　
　
（
後
　
欠
）

　
史
料
8
は
、
「
去
酉
之
年
シ
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
、
寛
保
元
酉
年
の
翌
年
寛
保
二

年
の

作
成
と
推
定
さ
れ
る
。
作
成
者
は
堂
座
メ
ン
バ
ー
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
か
ら

次
の

こ
と
が
わ
か
る
。
①
「
村
惣
躰
之
常
式
定
筋
」
は
「
座
仲
間
」
が
立
ち
会
っ
て

決

め
て
き
た
。
毎
年
五
月
に
は
「
惣
日
用
」
（
年
間
の
村
仕
事
に
必
要
な
人
足
数
か
）

を
定
め
、
庄
屋
に
伝
え
て
村
中
に
触
れ
出
さ
せ
て
い
る
。
②
寛
保
元
年
一
二
月
に
、

村
内
の
二
四
人
（
史
料
8
に
名
前
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
人
々
）
が
、
こ
れ
ま
で
薬
師

修
理
料
に
充
て
て
い
た
「
字
い
な
ひ
ば
新
田
畑
山
林
」
か
ら
の
徳
米
を
村
入
用
の
内

の

棟
割
分

と
し
て
村
人
に
分
配
す
る
よ
う
要
求
し
て
き
た
。
③
し
か
し
、
堂
座
側
は
、

こ
の
土
地
は
昔
か
ら
堂
座
メ
ン
バ
ー
が
管
理
し
て
徳
米
を
東
光
寺
の
修
理
費
用
に
充

て

て

き
た
の
で
、
徳
米
を
村
入
用
に
組
み
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
返
答
し
た
。

④
す
る
と
、
二
四
人
は
村
入
用
の
一
部
の
出
金
を
拒
否
し
た
。
二
四
人
の
内
訳
は
、

役
家
一
〇
人
、
無
役
人
一
四
人
で
あ
り
、
無
役
人
の
み
な
ら
ず
役
家
層
ま
で
が
堂
座

メ
ン
バ
ー
と
対
立
し
て
い
る
。
⑤
毎
年
正
月
八
日
の
修
正
会
（
牛
王
行
）
の
際
に
は
、

役
家
が
三
本
、
無
役
家
が
二
本
ず
つ
の
牛
王
木
を
持
ち
寄
る
仕
来
り
で
あ
っ
た
が
、

寛
保
二
年
に
は
、
前
年
暮
か
ら
の
争
論
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
村
内
の
一
部
の
者
が

「座
仲
間
」
が
牛
王
印
を
押
し
た
紙
を
受
け
取
ら
ず
、
「
座
仲
間
」
へ
牛
王
印
を
貸
し

て

く
れ
れ
ば
銘
々
で
印
を
押
す
と
言
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
昔
か
ら
の
仕
来
り
に
反

す

る
の
で
貸
さ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
先
例
に
背
い
て
牛
王
印
を
押
さ
ず
白
紙
の
ま
ま

持
ち
帰
っ
た
。

　

こ
の
争
論
は
、
小
峯
寺
・
東
光
寺
の
管
理
運
営
の
み
な
ら
ず
村
政
全
般
に
強
い
発

言
力
を
も
っ
て
い
た
堂
座
に
対
し
て
、
過
半
数
の
村
民
が
お
こ
し
た
も
の
で
、
そ
こ

で

は
村
入
用
の
負
担
軽
減
と
か
ら
め
て
東
光
寺
に
関
す
る
堂
座
の
特
権
が
問
題
と
さ
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れ
て

い

る
。
そ
し
て
、
役
家
・
無
役
人
を
問
わ
ぬ
広
範
な
村
民
が
堂
座
メ
ン
バ
ー
と

対
立

し
、
こ
の
対
立
は
修
正
会
に
お
け
る
牛
王
紙
受
け
取
り
拒
否
に
ま
で
発
展
し
た
。

牛
王
木

は
、
村
民
に
と
っ
て
豊
作
実
現
の
た
め
の
重
要
な
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
は
ず
だ

が
、
そ
の
受
け
取
り
を
拒
む
ほ
ど
に
対
立
は
深
刻
で
あ
り
、
堂
座
の
宗
教
的
権
威
は

深
く
動
揺
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上

の
一
件
と
並
ん
で
、
寛
保
二
～
三
（
一
七
四
二
～
三
）
年
に
は
、
小
峯
寺
後

住
を
め
ぐ
る
座
仲
間
と
住
職
と
の
争
論
も
お
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
座
仲
間
は
利

右
衛
門
（
葛
原
家
）
・
孫
左
衛
門
・
亀
之
丞
・
喜
兵
衛
の
四
人
、
住
職
は
俊
乗
で
あ
っ

た
。
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
座
仲
間
か
ら
大
庄
屋
宛
の
口
上
書
下
書
（
し
か
も
反

故
に
さ
れ
た
も
の
）
が
一
通
残
っ
て
い
る
の
み
で
、
一
件
の
全
貌
は
つ
か
め
な
い
の

で

あ
る
が
、
口
上
書
下
書
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
点
で
あ
る
。
①
俊
乗

が
寛
保
二
年
一
〇
月
に
弟
子
の
密
彦
を
後
住
に
し
た
い
と
言
っ
て
き
た
が
、
密
彦
は

若
年
の
た

め
見
合
わ
せ
た
方
が
よ
い
と
返
答
し
た
。
②
寛
保
三
年
八
月
に
、
ま
た
俊

乗
が
密
彦
の
後
住
の
件
を
申
し
入
れ
て
き
た
の
で
、
ど
う
し
て
も
そ
う
し
た
い
な
ら
、

こ
れ
ま
で
の
格
式
通
り
密
彦
の
身
請
状
を
座
仲
間
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
た
と
こ
ろ
、

俊
乗

は
難
色
を
示
し
た
。
③
俊
乗
は
自
分
は
身
請
状
な
ど
差
し
出
し
た
覚
え
は
な
く
、

座
仲
間
方
に
あ
る
自
分
の
身
請
状
は
偽
文
書
だ
と
主
張
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
小
峯
寺

歴
代
住
職
か

ら
身
請
状
を
取
っ
て
き
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
く
、
俊
乗
の
主
張
は
心

　
　
（
4
5
）

得
が
た
い
。

　
実
際
、
葛
原
家
文
書
中
に
は
、
政
典
・
玄
隆
・
俊
乗
な
ど
歴
代
住
持
の
身
請
状
の

写

し
が
残
っ
て
お
り
、
座
仲
間
が
身
請
状
を
取
っ
て
き
た
こ
と
は
事
実
だ
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
史
料
か
ら
だ
け
で
も
、
寛
保
二
～
三
年
に
、
小
峯
寺
後
住
決
定
の

主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
、
座
仲
間
と
住
職
と
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
読

み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

国

延
享
四

（
一
七
四

七
）
～
寛
延
二
（
一
七
四
九
）
年
の
一
件

　
延
享
四

年
か
ら
寛
延
二
年
に
か
け
て
、
葛
原
利
右
衛
門
と
俊
乗
と
の
間
で
、
山
林

の
所
持
権
を
め
ぐ
る
争
論
が
お
こ
っ
た
。
次
に
、
利
右
衛
門
か
ら
和
歌
山
藩
寺
社
奉

行
所
に

提
出
し
た
返
答
書
の
下
書
を
掲
げ
る
。
こ
の
史
料
は
、
関
連
史
料
か
ら
延
享

四
年
の

も
の
と
推
定
で
き
る
。

　
（
4
6
）

史
料
9

　
（
端
裏
書
）

　
　

「寺
社
御
奉
行
所
へ
上
ル
ひ
か
へ
　
利
右
衛
門
口
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
口
　
上

　
　
一
私
シ
代
々
所
持
仕
候
常
神
弁
才
天
之
森
二
御
座
候
荒
神
之
義
、
此
度
小
峯
寺
当

　
　
　
住
俊
乗
方
小
峯
寺
鎮
守
荒
神
と
寺
社
御
奉
行
様
へ
申
上
候
由
二
付
、
押
田
金
右

　
　
　
衛
門
殿
木
下
甚
右
衛
門
殿
私
へ
御
尋
御
座
候
。

　
　
　
　
此
段
常
神
弁
才
天
之
社
其
森
場
所
共
私
先
祖
占
代
々
所
持
仕
候
。
夫
二
付
元

　
　
　
　
禄
年
中
寺
社
御
改
之
節
二
も
右
之
段
書
上
御
座
候
。
小
峯
寺
荒
神
と
申
ハ
右

　
　
　
　
之
場
所
二
而
無
御
座
、
外
、
荒
神
之
社
跡
小
峯
寺
境
内
之
内
二
御
座
候
。
御
見

　
　
　
　分
之
節
も
掛
御
目
申
候
。
其
節
被
仰
聞
候
ハ
、
荒
神
社
跡
二
候
ハ
、
五
麗
　
杯
も

　
　
　
　
可
有
之
義
、
左
も
無
之
と
御
申
被
成
候
。
然
共
社
跡
屋
敷
跡
等
二
石
居
有
之

　
　
　
　
も
無
之
も
粗
書
上
御
座
候
。
石
居
無
之
候
而
も
社
跡
二
紛
レ
無
御
座
候
。
既
二

　
　
　
　
小
峯
寺
寺
中
古
来
，
六
坊
有
之
候
処
、
五
軒
，
退
転
仕
坊
跡
御
座
候
。
大
師
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堂
跡
も
御
座
候
。
右
私
代
々
所
持
之
常
神
弁
才
天
森
二
有
之
候
。
荒
神
ハ
私

　
　
　
　
シ
親
平
兵
衛
（
1
1
助
左
衛
門
、
引
用
者
註
）
与
申
者
建
立
仕
候
由
申
伝
へ
支

　
　
　
　
配
仕
候
。
小
峯
寺
鎮
守
之
荒
神
と
申
，
無
御
座
候
。

　
　
一
右
常
神
弁
財
天
之
森
其
方
支
配
与
申
候
へ
共
、
先
年
小
峯
寺
破
損
入
用
二
木
願

　
　
　
候
品
寺
社
御
役
所
留
二
も
有
之
候
。
惣
而
寺
社
之
義
破
損
入
用
等
二
外
寺
社

　
　
　
山
一
一
而
願
候
而
ハ
不
相
済
事
．
一
候
由
、
小
峯
寺
先
年
願
候
ヘ
ハ
支
配
之
様
二
被
仰
聞

　
　
　
候
。

　
　
　
　
此
段
私
其
節
之
義
不
奉
存
候
故
古
キ
者
共
へ
様
子
承
合
候
処
、
貞
享
年
中

　
　
　
　
本
堂
破
損
入
用
二
付
小
峯
寺
δ
所
望
被
致
候
。
小
峯
寺
義
ハ
先
祖
6
由
緒
有

　
　
　
　
之
寺
之
義
一
付
願
セ
申
候
。
右
之
場
所
ハ
遣
シ
不
申
候
義
、
夫
故
元
禄
九
年

　
　
　
　
寺
社
御
改
之
節
小
峯
寺
支
配
と
ハ
書
上
ケ
不
申
、
格
別
二
相
分
り
有
之
義
二
御

　
　
　
　
座
候
。
右
帳
面
御
吟
味
被
遊
被
下
候
，
相
分
り
可
申
候
、
以
上
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
境
原
村

　
　
　
　
　
　
正

月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
利
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
史
料
9
お
よ
び
関
連
史
料
か
ら
わ
か
る
利
右
衛
門
の
主
張
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
葛
原
家
で
代
々
所
持
し
て
き
た
「
常
神
弁
才
天
之
森
」
に
あ
る
荒
神
社
を
、
俊
乗

は
小
峯
寺
の
鎮
守
荒
神
社
だ
と
い
う
が
、
事
実
に
反
す
る
。
森
・
荒
神
社
と
も
葛
原

家
が
先
祖
代
々
所
持
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
②
そ
の
証
拠
に
、
貞
享
年
間
に
小
峯

寺
で

は
、
本
堂
破
損
箇
所
修
復
の
た
め
「
常
神
弁
才
天
之
森
」
の
木
の
使
用
を
願
っ

た

が
、
小
峯
寺
持
の
森
で
は
な
い
た
め
藩
か
ら
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
元
禄

九

（
一
六
九

六
）
年
の
寺
社
改
め
の
際
に
も
、
同
所
が
葛
原
家
の
所
持
地
で
あ
る
旨

書
き
上
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
力
、
マ
マ
　
　
　
、

　
事
実
、
元
禄
九
年
「
寺
社
御
改
書
上
ケ
帳
」
に
は
「
常
神
　
弁
才
天
如
」
「
是
，
古

6
平
兵
衛
領
分
二
御
座
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
関
連
史
料
に
は
、
元
禄
四
年
ま

で

は
、
本
堂
修
理
田
を
「
座
家
」
四
人
が
管
理
し
て
、
そ
の
収
穫
を
普
請
費
用
に
充

て

て

い

た
が
、
政
典
が
住
職
の
と
き
修
理
田
は
寺
で
管
理
し
破
損
箇
所
の
修
繕
は
寺

で
行
い
た
い
旨
相
談
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
了
承
し
た
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
史

料
5
で
は
、
元
禄
一
二
年
に
も
本
堂
修
理
田
は
堂
座
で
管
理
し
て
い
た
と
あ
り
、
い

ず
れ
が
事
実
か
わ
か
ら
な
い
。

　

こ
の
争
論
の
延
享
四
年
二
月
以
降
の
経
過
は
し
ば
ら
く
不
明
だ
が
、
寛
延
二
年
二

月
に
俊
乗
か
ら
藩
の
寺
社
奉
行
所
に
次
の
内
容
の
口
上
書
が
提
出
さ
れ
た
。
本
堂
修

復
の
た

め
に
「
と
こ
の
神
森
」
の
神
木
を
使
い
た
い
旨
の
願
書
を
村
役
人
に
出
し
た

と
こ
ろ
、
庄
屋
孫
左
衛
門
・
肝
煎
市
右
衛
門
は
承
知
し
た
が
、
利
右
衛
門
が
反
対
し

て

い

る
の
で
、
彼
を
召
し
出
し
て
主
張
の
根
拠
と
な
る
書
類
が
あ
る
な
ら
差
し
出
す

よ
う
命
じ
て
ほ
し
い
。

　
以
上
の

こ
と
か
ら
、
元
禄
九
年
に
は
葛
原
家
の
所
持
地
で
あ
っ
た
「
常
神
弁
才
天

之
森
」
が
、
一
八
世
紀
半
ば
に
は
小
峯
寺
の
手
に
渡
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。　

さ
ら
に
、
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
二
月
に
は
、
小
峯
寺
住
職
が
堂
塔
の
破
損
箇

所
修
復
の
た

め
に
「
常
神
森
」
の
木
を
使
お
う
と
し
た
と
き
、
利
右
衛
門
の
子
新
兵

衛
が
、
「
常
神
森
」
は
自
家
の
所
持
地
の
よ
う
に
聞
き
伝
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
「
聞
伝
居
申
候
」
と
い
う
表
現
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
延

享
期

と
異
な
り
自
家
の
所
持
権
を
強
硬
に
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
延
享
～
寛
延
の
争
論
は
俊
乗
に
有
利
に
決
着
し
、
森
の
所
持
権
は
小
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峯
寺
に

移
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
一
件
と
並
行
し
て
、
「
本
堂
丸
山
」
（
「
本
堂
山
」
と
も
記
さ
れ
る
。
古
来
よ
り

の
留

山
だ
っ
た
と
い
う
）
と
い
う
小
峯
寺
持
の
山
を
め
ぐ
っ
て
も
争
論
が
展
開
し
て

い

る
。
延
享
四
年
三
月
に
俊
乗
が
こ
の
山
の
木
を
伐
ろ
う
と
し
、
「
別
当
座
」
（
「
座
中

間
」
）
の
三
人
が
そ
れ
に
反
対
し
た
こ
と
か
ら
争
論
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
藩
の
寺
社

奉
行
所
で
の

吟
味
の
結
果
、
俊
乗
側
の
勝
訴
と
な
っ
た
。
そ
の
後
寛
延
二
年
六
月
、

堂
座
の

孫
左
衛
門
（
庄
屋
）
・
利
右
衛
門
・
喜
兵
衛
が
、
大
庄
屋
に
次
の
内
容
の
願
書

を
差
し
出
し
て
い
る
。
俊
乗
は
、
本
堂
修
復
の
た
め
と
称
し
て
「
本
堂
山
」
の
木
を

伐
採
し
た
が
、
本
堂
の
修
復
は
せ
ず
に
、
伐
っ
た
木
は
売
却
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

件

で
、
俊
乗
を
早
急
に
吟
味
し
て
ほ
し
い
。

　

こ
の
争
論
の
結
末
は
不
明
だ
が
、
こ
ち
ら
の
一
件
は
「
常
神
弁
才
天
之
森
」
の
一

件

と
は
や
や
異
な
り
、
「
本
堂
丸
山
」
が
小
峯
寺
持
で
あ
る
こ
と
は
「
別
当
座
」
・
俊

乗
双
方
が
認

め
た
う
え
で
、
山
の
用
益
方
法
（
具
体
的
に
は
伐
木
の
仕
方
）
の
決
定

権
が
ど
ち
ら
に
あ
る
か
の
争
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
俊
乗
に
決
定
権
が
認
め
ら
れ

た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
以
上
本
節
で
み
た
二
つ
の
争
論
と
も
、
山
を
め
ぐ
っ
て
俊
乗
と
堂
座
メ
ン
バ
ー
が

争
い
、
俊
乗
に
有
利
に
決
着
し
た
の
で
あ
り
、
堂
座
の
地
位
低
下
は
一
層
明
ら
か
と

な
っ
た
。

お

わ
り
に

本
稿
で
は
、
一
七
～
一
八
世
紀
に
お
け
る
寺
（
住
職
）
・
堂
座
・
一
般
村
民
の
相
互

関
係
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
分
析
を
ま
と

め
て
お
き
た
い
。

　
ω
　
堂
座
・
小
峯
寺
・
東
光
寺
と
も
そ
の
起
源
を
中
世
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

中
世
に
お
け
る
具
体
的
存
在
形
態
や
、
近
世
へ
の
移
行
過
程
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に

し
え
な
い
。

　
②
　
小
峯
寺
は
、
戦
国
の
兵
火
と
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
打
撃
を
受
け
、
村
方
の
衰

微
も
あ
っ
て
一
六
二
〇
年
代
半
ば
以
降
無
住
と
な
り
、
堂
座
の
管
理
下
に
お
か
れ
た
。

こ
の
時
期
の
小
峯
寺
は
、
堂
座
を
中
心
と
し
た
村
持
の
寺
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
③
　
堂
座
は
、
中
世
に
有
力
在
地
領
主
だ
っ
た
葛
原
家
を
含
む
四
軒
で
独
占
さ
れ
、

小
峯
寺
・
東
光
寺
の
修
正
会
な
ど
で
中
心
的
役
割
を
果
し
、
寺
田
を
管
理
し
て
寺
の

財
政
を
掌
握
す
る
と
と
も
に
、
村
政
全
般
に
強
い
発
言
力
を
も
っ
て
い
た
。
境
原
村

の

村
役
人
は
庄
屋
・
肝
煎
各
一
名
だ
っ
た
が
、
内
少
な
く
と
も
一
名
は
堂
座
メ
ン
バ
ー

が
就
任
し
て
い
た
。

　
ω
　
寛
文
一
〇
年
に
は
小
峯
寺
に
住
職
が
復
活
し
た
が
、
堂
座
・
村
と
小
峯
寺
と

の

良
好
な
関
係
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
住
職
は
、
幕
藩
領
主
の
本
末
制
度
整
備

を
主
体
的
に
利
用
し
て
、
仁
和
寺
の
直
末
寺
と
な
り
周
辺
五
力
寺
の
本
寺
と
な
る
こ

と
で
自
己
の
地
位
を
高
め
た
。
小
峯
寺
は
、
村
に
あ
っ
て
村
や
地
域
の
住
民
に
支
え

ら
れ
て
存
在
し
て
い
る
と
と
も
に
、
一
方
で
は
真
言
宗
の
本
末
組
織
の
一
員
と
し
て

堂
座
や

村
か

ら
あ
る
程
度
独
自
の
利
害
を
有
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
近
世

の

村
落
寺
院
に
共
通
の
も
の
だ
が
、
住
職
の
村
・
寺
院
組
織
と
の
関
わ
り
方
に
は
多

様
性
が
あ
っ
た
ろ
う
。
小
峯
寺
の
場
合
は
、
仁
和
寺
の
直
末
寺
と
い
う
比
較
的
寺
格

の

高
い
寺
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
堂
座
の
寺
運
営
へ
の
発
言
力
が
強
か
っ
た
た
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め
、
本
寺
に
接
近
し
て
自
己
の
権
威
を
高
め
堂
座
か
ら
自
立
し
よ
う
と
い
う
志
向
を

強

く
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
住
職
が
堂
座
や
多
数
の
村
人
と
対
抗
し
て

自
己
の
主
張
を
貫
く
た
め
に
は
何
ら
か
の
村
外
の
権
威
に
頼
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の

際
最
も
頼
り
に
な
る
の
が
自
己
の
属
す
る
社
会
集
団
た
る
寺
院
本
末
組
織
で
あ
っ
た
。

　
⑤
　
小
峯
寺
住
職
の
村
の
外
を
向
い
た
（
あ
る
い
は
本
末
組
織
の
上
方
を
向
い
た

と
言
っ
て
も
よ
い
）
姿
勢
は
、
元
禄
一
二
年
以
降
、
①
後
継
住
職
の
選
定
、
②
寺
田
・

山
な
ど
寺
の
物
質
的
基
盤
の
確
保
・
運
用
、
③
仁
和
寺
と
の
関
係
強
化
の
た
め
の
費

用

調
達
、
の
三
点
を
め
ぐ
っ
て
、
堂
座
・
一
般
村
民
・
末
寺
・
近
隣
村
々
と
の
矛
盾

を
広
げ
た
。
と
り
わ
け
、
①
②
に
つ
い
て
の
堂
座
と
の
対
立
は
一
八
世
紀
前
半
ま
で

度
々
繰
り
返
さ
れ
、
最
も
深
刻
で
あ
っ
た
。
①
の
点
は
、
小
峯
寺
が
村
（
堂
座
）
の

寺
か
、
住
職
の
寺
か
、
と
い
う
寺
の
性
格
の
根
本
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
住
職
交

代
の

度
に
争
わ
れ
た
。
②
の
点
は
、
争
論
を
通
じ
て
次
第
に
住
職
側
に
有
利
な
方
向

へ
進
ん
だ
。

　
㈲
　
堂
座
メ
ン
バ
ー
は
、
一
七
世
紀
前
半
以
来
の
寺
運
営
に
お
け
る
特
権
を
維
持

す
る
た
め
に
、
一
七
世
紀
末
以
降
一
般
村
民
の
代
表
と
い
う
形
で
住
職
と
争
っ
て
き

た

が
、
享
保
一
二
年
に
は
村
人
の
中
に
離
反
者
が
現
れ
、
寛
保
元
～
二
年
に
は
村
人

の

過
半
が
堂
座
メ
ン
バ
ー
と
正
面
か
ら
対
立
す
る
に
至
る
。
こ
う
し
て
、
一
八
世
紀

前
半
に
は
、
堂
座
の
諸
特
権
は
小
峯
寺
住
職
と
一
般
村
民
の
双
方
か
ら
挟
撃
さ
れ
て

動
揺
・
後
退
し
て
い
く
。

　
⑦
　
こ
う
し
た
過
程
で
、
堂
座
メ
ン
バ
ー
の
中
に
は
、
地
士
身
分
と
い
う
藩
の
お

墨
付
き
を
得
る
こ
と
で
、
自
己
の
特
権
的
地
位
を
維
持
・
強
化
し
よ
う
と
す
る
者
が

現
れ
、
由
緒
の
「
創
造
」
（
「
偽
造
」
）
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
動
き
は
堂
座
特
権
の
動
揺

の

現
れ
だ

と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
堂
座
メ
ン
バ
ー
は
自
己
の
存
立
基
盤
を
、

村
の
特
権
的
代
表
者
の
位
置
か
ら
、
村
を
越
え
た
藩
公
認
の
地
士
集
団
の
構
成
員
へ

と
重
心
移
動
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
向
性
は
小
峯
寺
住
職
の
そ

れ

と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
堂
座
メ
ン
バ
ー
の
地
士
身
分
獲
得
運
動
は
失
敗

し
、
彼
ら
は
村
を
越
え
た
社
会
集
団
に
属
す
る
こ
と
で
住
職
・
一
般
村
民
と
対
抗
す

る
道
を
絶
た
れ
た
。

　
⑧
　
一
般
村
民
は
、
一
七
世
紀
に
は
堂
座
の
特
権
を
認
め
た
上
で
彼
ら
に
代
表
さ

れ

る
受
動
的
な
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
一
八
世
紀
前
半
に
は
次
第
に
発
言
力
を

強
め
て
、
堂
座
の
特
権
を
大
き
く
動
揺
さ
せ
る
に
至
っ
た
。

　
⑨
　
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
以
上
の
諸
点
だ
が
、
解
明
で
き
な
か
っ
た
点
も

多
い
。
特
に
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
動
向
を
史
料
上
の
制
約

に

よ
り
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
限
界
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
堂

座

は
近
世
後
期
か
近
代
初
期
に
解
体
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
東
光
寺
は
明
治
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

（
一
八
七
九
）
年
に
は
既
に
廃
寺
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
を
指
摘
し
う
る
の
み
で
あ

る
。註（

1
）
　
竹
田
聴
洲
『
民
俗
仏
教
と
祖
先
信
仰
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
、
同
「
近
世
社

　
会
と
仏
教
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
九
　
近
世
＝
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
所
収
）
な
ど

　
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
安
藤
精
一
氏
は
『
近
世
宮
座
の
史
的
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）
に
お
い
て
三

　

定
の
家
格

を
有
す
る
も
の
の
み
が
宗
教
を
中
心
と
し
て
特
権
的
な
組
織
を
構
成
し
て
い
る
な

　
ら
ば
、
宗
教
史
的
立
場
は
別
と
し
て
、
社
会
経
済
史
的
な
観
点
か
ら
は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の

　
場
所
が
、
神
社
で
あ
る
か
、
寺
院
で
あ
る
か
を
区
別
す
る
必
要
を
認
め
な
い
」
（
三
頁
）
と
し
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近世の村と寺

　
　

て
、
紀
伊
国
を
対
象
に
寺
座
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
前
註
（
1
）
竹
田
論
文
を
も

　
　
参
照
。

（
3
）
　
社
会
集
団
論
に
つ
い
て
は
、
塚
田
孝
「
社
会
集
団
を
め
ぐ
っ
て
」
（
同
『
近
世
日
本
身
分
制

　
　
の

研
究
』
兵
庫
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
八
七
年
、
所
収
）
を
参
照
。
ま
た
、
こ
う
し
た
視
角

　
　
か

ら
近
世
の
村
と
寺
の
問
題
を
扱
っ
た
論
考
に
澤
博
勝
「
近
世
の
仏
教
統
制
と
『
周
縁
社
会
』

　
　

（『歴
史
科
学
』
＝
二
五
、
一
九
九
四
年
）
が
あ
る
。

（
4
）
　
こ
こ
で
は
、
隈
田
八
幡
宮
の
祭
祀
に
つ
い
て
検
討
し
た
高
牧
實
『
宮
座
と
村
落
の
史
的
研

　
　
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
第
二
部
第
一
章
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。

（
5
）
　
埴
岡
真
弓
「
紀
伊
国
隈
田
庄
に
お
け
る
祭
祀
の
史
的
展
開
」
（
奈
良
女
子
大
学
史
学
会
『
寧

　
　
楽
史
苑
』
二
六
号
、
一
九
八
一
年
）
。
た
だ
し
、
埴
岡
氏
の
分
析
の
中
心
は
中
世
に
あ
り
、
近

　
　
世
に

つ
い
て

は
ふ
れ
る
所
が
少
な
い
。

（
6
）
　
葛
原
家
文
書
（
以
下
「
葛
」
と
略
称
）
一
〇
三
九
～
四
〇
。

（
7
）
　
葛
一
〇
五
六
～
六
〇
。

（
8
）
　
葛
一
〇
三
七
～
三
八
。

（
9
）
　
小
峯
寺
は
葛
城
山
系
の
南
端
に
位
置
し
、
役
行
者
の
開
基
と
伝
え
ら
れ
、
中
世
か
ら
山
伏
の

　
　
修
行
所
と
な
っ
て
い
た
。

（
1
0
）
　
葛
一
〇
一
五
～
二
一
。

（
1
1
）
　
葛
一
〇
〇
六
～
〇
七
、
一
七
九
三
～
九
四
。

（
1
2
）
　
政
範
は
、
元
禄
九
年
に
は
法
印
権
大
僧
都
で
あ
っ
た
。
葛
一
〇
一
五
～
二
一
。

（
1
3
）
　
葛
一
〇
三
五
～
三
六
。

（
1
4
）
　
葛
一
〇
五
六
～
六
〇
。
ま
た
、
大
桑
斉
『
寺
檀
の
思
想
』
（
教
育
社
、
一
九
七
九
年
）
一
一

　
　
五
頁
以
下
で

は
、
寛
文
・
延
宝
期
に
全
国
各
藩
で
寺
院
改
め
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

　
　
い
る
。
丹
波
国
山
国
郷
で
も
寛
文
一
〇
年
幕
府
代
官
に
よ
っ
て
本
末
改
が
行
わ
れ
て
い
る
。
前

　
　
註
（
1
）
竹
田
論
文
参
照
。

（
1
5
）
　
葛
一
〇
五
六
～
六
〇
。

（
1
6
）
　
葛
一
〇
〇
八
～
一
〇
。

（
1
7
）
　
葛
一
〇
二
七
～
二
八
。

（
1
8
）
　
葛
一
〇
〇
六
～
〇
七
、
一
七
九
三
～
九
四
。

（
1
9
）
　
圭
室
文
雄
『
日
本
仏
教
史
　
近
世
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
。

（
2
0
）
　
葛
一
〇
四
七
～
四
八
。

（
2
1
）
　
葛
一
〇
九
五
～
九
八
。

（
2
2
）
　
葛
九
八
五
～
九
八
七
、
　
一
一
〇
六
～
〇
八
。

（
2
3
）
　
葛
一
〇
五
六
～
六
〇
。

（
2
4
）
　
葛
一
九
六
六
、
一
九
六
八
。

（
2
5
）
　
葛
九
八
一
～
九
八
二
、
一
〇
四
三
～
四
四
。

（
2
6
）
　
葛
九
七
九
～
九
八
〇
。

（
2
7
）
　
葛
九
七
四
～
九
七
六
。

（
2
8
）
　
葛
九
九
〇
～
九
九
一
。

（
2
9
）
　
葛
九
六
九
～
九
七
一
。

（
3
0
）
　
葛
＝
七
三
～
七
六
、
二
八
三
～
八
六
。

（
3
1
）
　
葛
一
一
八
七
～
八
八
。

（
3
2
）
　
葛
一
七
六
一
～
六
二
、
一
七
八
四
～
八
七
。

（
3
3
）
　
和
歌
山
藩
の
地
士
制
度
に
つ
い
て
は
、
『
和
歌
山
県
史
　
近
世
』
（
和
歌
山
県
、
一
九
九
〇
年
）

　
　
七
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
3
4
）
　
葛
一
一
七
九
～
八
二
。

（
3
5
）
　
葛
一
二
八
九
～
九
三
。

（
3
6
）
　
葛
一
八
一
四
～
一
五
。

（
3
7
）
　
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
三
月
に
は
、
中
嶋
村
に
住
む
葛
原
孫
市
と
い
う
人
物
が
、
経
済
的

　
　
困
窮
を
理
由
に
、
「
姉
之
縁
類
」
た
る
葛
原
平
兵
衛
（
利
右
衛
門
の
次
の
当
主
で
あ
ろ
う
）
に

　
　
葛
原
氏
の
系
図
と
先
祖
よ
り
伝
わ
る
重
宝
類
一
切
を
譲
っ
て
い
る
。
葛
一
七
〇
六
～
〇
七
。

（
3
8
）
葛
一
〇
三
一
～
三
二
。

（
3
9
）
　
葛
一
〇
一
五
～
二
一
。

（
4
0
）
　
葛
一
五
五
四
～
五
六
。

（
4
1
）
　
後
掲
史
料
9
、
葛
＝
二
一
～
二
四
、
一
七
七
九
～
八
三
。

（
4
2
）
　
境
原
村
に
近
い
伊
都
郡
赤
塚
村
、
恋
野
村
で
は
現
在
も
堂
座
が
存
続
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で

　
　
は
正
月
初
頭
に
村
の
寺
院
で
五
穀
豊
穣
を
祈
る
修
正
会
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
堂
座
の
座
衆
が

　
　
牛
王
木
（
木
の
先
を
割
っ
て
牛
王
宝
印
を
挟
ん
だ
も
の
）
を
堂
前
に
集
ま
っ
た
村
人
に
配
っ
て

　
　
い
た
。
境
原
村
で
も
同
様
だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
前
註
（
5
）
埴
岡
論
文
参
照
。

（
4
3
）
　
葛
一
四
六
七
～
七
〇
。

（
4
4
）
　
葛
一
〇
八
六
～
九
〇
。
こ
の
史
料
は
前
註
（
5
）
埴
岡
論
文
で
紹
介
・
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
4
5
）
　
葛
一
七
〇
一
～
〇
五
。

（
4
6
）
　
葛
一
一
一
三
～
一
六
。
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（
4
7
）
　
葛
一
〇
六
七
～
七
一
、
一
一
九
七
～
＝
｝
〇
一
、
一
七
五
七
～
六
〇
。

（
4
8
）
　
葛
一
〇
一
五
～
二
一
。

（
4
9
）
　
明
治
一
二
年
作
成
の
「
寺
院
明
細
帳
　
和
歌
山
県
⇔
伊
都
郡
」
（
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料

　
　
館
所
蔵
）
に
は
、
東
光
寺
の
記
載
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
社
会
学
部
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
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　　　　　Early－modern　Villages　and　Temples：

Sakaihara　Village，　Kii　Province，　as　a　Case　Study

WATANABE　Takashi

　　This　paper　examines　early－modern　relationships　between　villages　and　temples　in　the

period　from　the　mid－seventeenth　to　the　mid－eighteenth　centuries　with　the　village　of

Sakaihara　in　the　Ito　district　of　Kii　province　and　two　Buddhist　temples，　Omin（∂i　and

TOkOji，　located　in　the　village，　as　case　studies．　Ihave　adopted　the　perspective　of

early－modern　society　as　a　multilayered　mixture　ofdif飴rent　social　groups．　Specifically，

village－temple　relations　are　studied　here　from　diffbrent　perspectives，　not　just　from　the

viewpoint　of　the　village（飴rmers）but　f㌃om　that　of　temples（the　clergy）as　well．

　　This　approach　reveals　the　specific　movements　of　diffεrent　groups，　including　l）the

chief　priest　of　the　Omin句i　Temple　who　sought　to　be　independent　from　village

leadership（ηδz⇒by　approaching　a　head　temple，　taking　advantage　of　the　shogunal

and　domain　governments’efR）rts　to　establish　a　main－branch　temple　system；2）the

4δzαwhich，　acting　as　representative　of　the　village，　conf㌃onted　the　chief　priest　of　the

temple　and　went　into　d㏄line　as　it　gradually　became　alienated輪m　the　villagers　in

general　and　ultimately　fhiled　to　acquire　the　status　ofノ泣∫（rural　warrior　class）；and

3）the　village　people　in　general　who　pulled　themselves　out　of　seventeenth－century

4δ2α一led　passivity　and　increased　their　voices　in　local　af商irs　in　the　early　eighteenth

century．
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